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【1】はじめに 

 

2002 年 8 月、ブッシュ政権は、諸外国との通商交渉を進めるために不可欠とされる一括

交渉権限を、8 年ぶりに議会から取得した。アメリカでは、国内法の改正を必要とする貿

易協定を締結する際には、議会の批准を必要とする。諸外国との間で合意した協定が、議

会によって修正されたり、審議に時間がかかったりすると、行政府の国際的信頼を著しく

損ねることになる。一括交渉権限とは、こうした事態を回避するために設けられた批准手

続であり、大統領に議会との事前の協議を義務付ける一方で、議会に対しては、修正なし、

かつ、短期間（90 日以内）での採決を要求するものである。本報告の課題は、この権限の

取得を巡る論争を分析し、なぜ、クリントン政権が権限の獲得に失敗し、ブッシュ政権は

獲得できたのか、明らかにすることにある。 

最初に論争の経緯を大まかに述べると、その発端は、1990 年代初め、北米自由貿易協定

（NAFTA）の批准に際し、非貿易的関心事項（労働・環境問題）が一大争点となったこと

にある。その後も民主・共和両党はこの論点を巡って激しく対立し、クリントン政権は妥

協点を見出せなかった。表-1 にあるように、ブッシュ政権の成立後、共和党の賛成票が増

加したことにより一括交渉権限法案は成立したが、その差はごく僅かのものでしかない。 

他方、8 年間の論争を経て、労働・環境問題に対する通商政策上の取り扱いは、ほぼ確

定したものとなった。クリントン政権末期の 2000 年 10 月 24 日、アメリカとヨルダンは自

由貿易協定（UJFTA）に調印したが、この協定の本文には、アメリカが締結した貿易協定

としては初めて、紛争処理メカニズムも含めた労働・環境規定が存在していた。議会で

UJFTA の審議が行われたのは 2001 年にブッシュ政権が成立してからだったが、大きな修

正もなく、10 月に議会を通過した。つまり、政権側が一括交渉権限を取得していない状況

で、労働・環境規定を本体に含んだ FTA が成立したのである。UJFTA の審議は交渉権限の

審議に若干先行して進められ、これらの問題に関する「モデル協定」として、交渉権限法

案の議論にも影響を与えている。 

 これらを踏まえ、以下では、労働・環境問題を中心とした論争の経過を、①NAFTA にお

ける労働・環境問題の扱い、②クリントン政権期の審議、③シンクタンクを中心とした政

策提起、④ブッシュ政権期の審議、に分けて検討することとする。 

 

【2】NAFTA 論争と労働・環境問題の台頭 

 

NAFTA の承認に際し、米国では労働・環境問題が一大争点となった。途上国メキシコと

FTA を結ぶことになれば、米国内の労働条件や環境が悪化することが懸念されたためであ
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る。クリントン政権は、①NAFTA 補完協定と、②貿易調整支援（TAA）の拡充により、こ

れらの懸念に対応しようとした。 

 NAFTA 補完協定は、1992 年の大統領選において、NAFTA の労働・環境対策が不十分で

あるとして、クリントン陣営が提起したものである。その後、1993 年 8 月に米加墨間で合

意し、翌年 1 月に NAFTA 本協定と同時に発効している。その内容は、各加盟国に対し、

自国の労働・環境法の効果的な実行を求めるものである。すなわち、加盟国が実行を怠っ

た場合、3 国間での協議がもたれ、解決が図られる。協議で解決されない場合は、不履行

国に制裁金が課され、さらに制裁金が支払われない場合、当該国に対する NAFTA の恩恵

が停止される。 

 しかし、補完協定に対しては、当初から、民主党の支持基盤である労働組合や環境保護

団体からの強い批判があった。第一に、補完協定は、NAFTA 本協定とは異なり、議会の立

法措置の不必要な行政協定とされ、その効力も連邦法に劣後するため、議会の批准手続き

も実施されていない。第二に、補完協定は、各国の主権を尊重して、国内法の遵守を求め

るものにすぎず、その効果はごく控えめなものでしかない。例えば表-3 にあるように、労

働協定の場合、11 の労働原則が定められているが、実行措置が存在するのは 3つしかない。

さらに、予算や人的資源などの実行体制も全く不十分なものだった。このため、労働・環

境団体は、NAFTA によって米国の雇用や環境は悪化したとし、強力な実行措置を伴った労

働・環境規定や TAA の強化などを強く求めていた。 

 次に、貿易調整支援とは、貿易自由化によって損失を被った労働者や企業を対象とした

雇用・産業調整政策である。政策の柱は、①職業教育訓練の提供、②所得補償としての貿

易調整手当の支給、③求職活動や転職に伴う手当の支給、からなる。NAFTA 承認に際して

は、反対派を懐柔するために、新たに NAFTA 移行調整支援（NAFTA-TAA）が設けられた。 

NAFTA-TAA では、カナダ及びメキシコとの貿易によって、さらに、そのいずれかの国へ

の工場・雇用の流出によって失業した労働者に対し、支援が提供された。 

 TAA に関しては、その実効性そのものに対する疑念や、他の職業訓練プログラムとの統

合論も存在する。しかし近年、とりわけ NAFTA 論争後においては、貿易自由化への支持

を獲得するために不可欠の政策手段とされている。 

 

【3】クリントン政権期における審議 

 

クリントン政権は、1994 年までは、GATT ウルグアイラウンドの実行法案にのみ適用さ

れる一括交渉権限を認められていた。しかし、その後は期限切れとなってしまうため、同

年 6 月、ウルグアイラウンド実行法案の一部として、権限の延長を議会に提案した。政権

は、当初から労働・環境問題を重視しており、法案でも、交渉権限の主要な交渉目的とし

て、5 番目に ILO の国際労働基準の促進、6 番目に貿易と環境問題との両立、を明記して

いた。この提案には議会共和党からの強い反発があり、上院財政委員会は審議そのものを
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拒否した。このため、政権側は下院歳入委員会との間で、交渉目的から労働・環境問題を

削除する方向で調整を進めた。しかし、この調整には議会民主党からの反対が強く、9 月

に政権は、実行法案から一括交渉権限に関する規定全てを削除する決定を下した。 

 その後、交渉権限の立法化は 3 回試みられた。この時期の議論の特徴は、表-2 にあるよ

うに、1994 年の中間選挙で民主党が敗北し、議論の主導権が議会共和党に移行したことで

ある。一回目の試みは、1995 年 10 月、歳入委員会が提出した一括交渉権限法案 HR2371

である。HR2371 では、労働・環境問題が交渉目的から外されており、さらに、交渉目的

に「直接関連する」規定に限り、交渉権限が適用されることになっていた。しかし、下院

本会議の通過は困難な見通しであったため、法案の審議はそれ以上進められなかった。 

 1997 年 9 月、クリントン政権は議論のイニシアティブを取ろうとして、一括交渉権限法

案を提出した。政権の提案では、主要な交渉目的の中で、WTO や ILO を通じた労働基準

の改善、貿易と環境保護の両立が謳われていた。これに反発した上下両院の共和党は、別

個に法案を作成した。まず、10 月 1 日に財政委員会が S1269 を提出した。S1269 では、環

境・労働規定が主要な交渉目的から外され、一括交渉手続が適用されない「国際経済政策

の目的」とされた。また、主要な交渉目的の「規制的競争」において、相手国が既存の労

働・環境規定を引き下げないよう求めていた。さらに、TAA が 2 年間延長されていた。政

権は議会共和党の提案に歩み寄り、S1269 について「法案全てに賛成するわけではないが、

政権の提案と概ね一致しており、超党派の支持を得られるものと考える」と評価した。そ

の一週間後、歳入委員会が HR2621 を提出した。HR2621 では、労働・環境問題は主要な

交渉目的の一つとされ、他国が既存の労働・環境規制を引き下げたり撤回したりしないよ

う求めていた。また、国際経済政策の目的では、貿易と労働・環境問題との関連に配慮し、

国際機関などとの協力を謳っていた。さらに、TAAおよびNAFTA-TAAが延長されていた。

しかし、下院民主党が HR2621 に反対したため、大統領は採決の延期を宣言した。 

 1998 年夏にも、下院共和党は HR2621 の立法化を目指した。しかし、これは 11 月の中

間選挙前に民主党を混乱させるための党派的行動とされ、十分な支持を獲得できなった。

それでも共和党側は採決を強行し、180 対 243 で否決された。 

 

【4】一括交渉権限の更新に向けての幕間劇――政策論争の進展 

 

 一括交渉権限が更新されなかったため、数多くの政策提言が出された。まず、一括交渉

権限そのものに関しては、行政府の裁量と、議会の権限との均衡を保障する革新的な制度

であるが、他方で適用される貿易協定が明示されない場合、党派政治の原因となる、とい

う欠点が指摘された。この点については、Destler［1997］や Brainard and Shapiro［2001］

において、特定の協定や交渉分野にのみ適用される「限定的な交渉権限」が提案されてい

る。他方、Schotte［1998］では、これらの対案は、行政府の対外的な裁量を著しく損なう

ものだとする反論が出されている。よって、現行の交渉権限に対する支持を強化するため
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には、再就職支援の強化などの補完的な国内政策を実施すべきであるとしている。 

次に、労働・環境問題については、関連団体から、これらの問題を他の経済問題と同等

の交渉目的に格上げし、厳格な実行措置を定めるべきであるという提起が出された。しか

し、保守系のシンクタンクからは逆に、これらの問題を通商政策に結びつければ途上国の

反発を招き、自由化交渉の妨げになるとの反論がなされた（Griswold［1997］）。 

 こうした両極の立場に対し、妥協案として、第一に、労働・環境問題を交渉目的に格上

げしたうえで、適切な実行措置として、制裁金を採用すべきだという提起があった（Elliott

［2001］など）。既存の実行措置としては、他に貿易制裁措置があるが、後者が対象産業の

労働者にまで損害を与えるのに対し、前者は違反企業のみを罰するので貿易を歪曲しない

という利点が評価されたのである。ただし、制裁金システムがうまく機能するためには、

相手国の労働・環境法が国際基準を概ね満たし、司法制度が確立していることが前提とな

る。第二に、ILO や国連の関係機関など、労働・環境問題を専門分野とする国際機関との

協力関係の強化が提起された。WTO でこれらの問題を取り上げれば、途上国側の強い反発

を招くためである（Audley［2001］など）。第三に、現行 TAA の改善策として、賃金保険

と医療保険補助からなる補完的な国内政策が提案された（Litan［1998］など）。既に TAA

に対しては、求職期間の長期化や、失業中の再訓練は殆ど意味がない、などの欠陥が指摘

されてきた。賃金保険では、再就職のインセンティブを高めるために、再就職後、低下し

た賃金の一部を補償するものとされた。 

 これらの妥協案は、1999 年にヨルダンから申し入れのあった UJFTA でも概ね採用され

た。議会との事前協議の必要性がなかったため、クリントン政権は UJFTA を、労働・環境

問題を協定本体に含んだ FTA のモデルとして活用しようとした。この協定の労働・環境規

定では、双方に国内法の遵守を求め、既存の水準の引き下げを認めないとされたが、実行

措置については具体的な規定を欠いていた。また、ILO の国際労働基準の保護を求めてい

た。これらの規定は、①労働・環境規定を協定の本体に入れる、②相手国に対し、自国の

労働・環境法の遵守を求める、③環境を保護・保全し、国際的な手段を強化する、④ILO

の中核的労働基準に合致するよう、労働者及び児童の権利を促進する、という 4 点にまと

められ、「Jordan Standard」として民主党指導部が活用することになる。 

 

【5】ブッシュ政権期における審議 

 

 2001 年 5 月、ブッシュ政権は「国際貿易議題」を発表し、一括交渉権限の獲得を最重要

の課題に位置付けたが、その交渉目的の一つとして労働・環境問題をあげ、各種の政策を

列挙した「道具箱アプローチ」を提起した。ただしこの道具箱には実行措置は含まれてい

なかった。これに対し、民主党側では新民主党連合（NDC）が積極的に対応した。NDC は、

①労働・環境問題を交渉目的化、②TAA の拡充や国際機関の役割強化などの補完的な政策、

③実行措置を含む道具箱（enforcement toolbox）、といった提案を発表した。 
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 これらの対立は、UJFTA の審議の中で埋められていく。4 月、歳入委員会委員長 Thomas

が、実行措置として貿易制裁措置ではなく、制裁金を採用するという譲歩を行った。また、

USTR 代表の Zoellick もヨルダン政府との間で、労働・環境規定を明確化するための付属

文書の作成を進め、7 月に「協定の実行のために貿易制裁措置を用いない」とする覚書に

署名した。その直後、Thomas は UJFTA 法案を提出し、8 月 3 日に下院を通過させた（上

院の通過は 9 月 24 日）。 

 下院における交渉権限法案の調整作業は、8 月以降、Thomas 委員長とごく一部の NDC

議員との間で進められた。両者は 10 月に、2001 年超党派貿易促進権限法案 HR3005 を発

表した。HR3005 は、労働・環境問題を主要な交渉目的とし、締約国に対してそれぞれの

労働・環境法の効果的な実行を求めていた。この法案に対しては、調整作業から排除され

た民主党議員から強い反発があった。彼らは、①他の民主党議員との協議、②ILO の中核

的労働基準との関係の明確化、③環境保護規定の具体化、などを求め、HR3019 を逆提案

した。しかし Thomas は民主党との協議に応じず、10 月 9 日の歳入委員会で、HR3019 を

否決した後、HR3005 を 26 対 13 で可決した。下院本会議での採決は、12 月 6 日に行われ、

215 対 214 で可決した。 

 上院では、5 月に共和党議員が辞任したために、多数派となった民主党主導で議論が進

んだ。上院民主党指導部は、一括交渉権限と TAA の拡大とのパッケージ化を図った。12

月 4 日に財政委員会を通過した TAA 法案 S1209 では、①TAA 受給対象者の拡大（農漁業

者や牧場主、従来の TAA 適用企業の上流および下流企業の労働者である二次的労働者）、

②失業者に対する健康保険補助、③賃金保険の試験的導入、が柱となっていた。一週間後、

HR3005 に倣った交渉権限法案が、財政委員会を通過した。上院民主党の提案に対し、政

権と上院共和党は、TAA 受給対象の拡大や健康保険の補助に反対した。両者の調整が長引

く中で、Daschle 上院院内総務は 5 月 1 日に包括貿易法案 HR3009 を本会議に提出した。9

日、TAA に関する妥協が成立し、二次的労働者は上流工場の労働者のみ、また、健康保険

の税額控除は 70％となった。さらに 14 日、貿易匡正法を弱体化させる規定には、一括交

渉手続きを適用できないとする Dayton-Craig 修正条項が承認された。これらの修正を受け、

23 日、包括貿易法案 HR3009 が、66 対 30 で上院を通過した。 

 上下両院の法案が揃ったため、双方の調整のための両院協議会が開催されることとなっ

た。6 月、下院では法案の包括化が図られ、Dayton-Craig 修正条項を削除し、税額控除を

60％とした新法案 H.Res.450 が、216 対 215 で成立した。その後、7 月に開催された協議会

では、以下の合意が成立した。①健康保険の税額控除は 65％とする。②Dayton-Craig 修正

条項は削除する。ただし貿易匡正法の修正が必要となりそうな場合、大統領が関連委員会

の諮問に応じなければ一括交渉手続きの適用を拒否できるものとする。こうして両院協議

会法案 HR3009 は、7 月 27 日に下院を、8 月 1 日に上院を通過し、一括交渉権限が 8 年ぶ

りに復活した。 
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【6】終わりに 

 

 近年、アメリカにおいては、貿易自由化に対する国民的な合意を調達することが困難に

なっている。その背景としては、一般に、アメリカ製造業の国際競争力の低下、貿易自由

化に伴う雇用不安の増大、労働・環境問題を始めとする新たな論点の登場、といった要因

が指摘されてきた。また議会においても通商政策が党派政治の具となり、かつてのような

超党派による合意の調達は、事実上不可能となっている。ブッシュ政権成立後も、こうし

た状況に大きな変化はない。事実、ブッシュ政権は一括交渉権限を獲得できたが、議会で

の採決は僅差での勝利だった。 

ではなぜ、ブッシュ政権は交渉権限を獲得できたのだろうか。その理由は、第一に、保

護主義政策も含めた「補完的な国内政策」の多用にある。ブッシュ大統領は、HR3005 の

採決に際し、繊維産業に対する保護主義的措置を約束した。さらに、2002 年 3 月、鉄鋼セ

ーフガードを発動し、5 月には国内補助金を大幅に拡充した 2002 年農業法を成立させた。

また、既に議論したように、上院での審議を通じ、一括交渉権限と TAA の大幅拡大とが結

びつけられた。表-4 のように TAA 予算は近年増大しているが、2002 年貿易法によって拡

充された TAA の支出額は、議会予算局の見積もりでは 10 年間で 60 億ドル以上の増額とな

る。これに対し、クリントン政権期においては、一括交渉権限がほぼ単独の法案として議

会に提出されており、容易に妥協点を見出せなかったのである。 

また、既に検討したように、政策論争の着実な進展がある。クリントン政権期の審議で

は、労働・環境問題に交渉権限を適用すべきか否か、議会での合意はまだ成立していなか

った。その後、民間シンクタンクの研究者によって数多くの政策提言が出され、妥協点が

探られた。これらの妥協案の趣旨は、①貿易相手国の主権を尊重しつつ相手国の司法制度

の改善を促す。②補完的な国際政策の実施（労働や環境問題を専門分野とする国際機関の

強化）、③補完的な国内政策の強化、である。提起された数多くの政策ツールは、受け入れ

可能な妥協案として、共和党や財界団体にも積極的に評価された。その結果、議会共和党

と一部の民主党議員との間で妥協が成立し、HR3005 が下院を通過することになった。 

以上のようにして成立した HR3009 は、1988 年包括通商・競争力法以来、14 年ぶりに成

立した包括的な貿易法（2002 年通商法）である。その主な特徴は、第一に、労働・環境規

定を含む一括交渉権限が含まれていること、第二に、TAA の大幅な拡張、第三に、アンデ

ス特恵貿易法や一般特恵関税法など、途上国支援を目的とする法案も含まれていること、

である。したがって、その評価は、今後、アメリカ政府が途上国との間で進める FTA 交渉

で成果を収められるか、また、その間、国内の支持を調達し続けられるのかどうかにかか

っていると言えよう。

 - 6 - 



【7】図表 
表-1 一括交渉権限関連法案の投票結果 
【下院での投票結果】 

民主党 共和党 法案 日付 

賛成 反対 賛成 反対 

賛成票

合計 

反対 票

合計 

Reciprocal Trade Agreement 

Authorities Act （HR2621） 

1998.9.25 29 

（14％）

171 151

（66％）

71 180 243 

Bipartisan Trade Promotion 

Authority Act （HR3005） 

2001.12.6 21 

（10％）

189 194

（87％）

23 215 214 

Motion to Proceed to 

Conference（H.Res450） 

2002.6.26 11 

（5%） 

199 205

（92%）

14 216 215 

Trade Act of 2002（HR3009） 2002.7.27 25 

（12%）

183 190

（86%）

27 215 212 

【上院での投票結果】 

民主党 共和党 法案 日付 

賛成 反対 賛成 反対 

賛成票

合計 

反対票

合計 

Motion to Proceed Reciprocal 

Trade Act （S.Res1269） 

1997.11.5 26 

（58%）

19 42 

（76%）

12 68 31 

Andean Trade Preference 

Expansion Act （HR3009） 

2002.6.32 24 

（48%）

25 41 

（84%）

5 66 30 

Dayton-Craig Amendment

（SA3408） 

2002.5.14 44 

（88%）

6 16 

（35%）

32 61 38 

Request to Proceed to 

Conference（CRS6700） 

2002.7.12 満場一致で賛成 

Trade Act of 2002（HR3009） 2002.8.1 20 

（40%）

29 43 

（88%）

5 64 34 

（注）（）内の％は、党内での賛成票の割合を示す。 

（出所）Brookings Institution のホームページ<http://www.brook.edu/comm/policybriefs/pb91_Fasttrack.htm> 

（2004 年 5 月 31 日閲覧）より作成。 

 
表-2 議会の勢力配置 

下院（定数 435 名） 上院（定数 100 名） 会期（年） 

民主党 共和党 その他 民主党 共和党 その他 

103（1993-95） 258 176 1 57 43 0 

104（1995-97） 203 231 1 48 52 0 

105（1997-99） 207 227 1 45 55 0 

106（1999-01） 211 223 1 45 55 0 

107（2001-03） 212 221 2 50 50 0 

（出所）阿部齊、久保文明『国際社会研究Ⅰ――現代アメリカの政治』放送大学教育振興会、2002 年、

130 ㌻より作成 
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表-3 北米労働協力協定（NAALC）の労働原則 
 委員会事務局の調査 専門家委員会の評価 裁定パネルと制裁金 

結社の自由、団結権の保護 ○   

団体交渉権 ○   

ストライキ権 ○   

強制労働の禁止 ○ ○  

青少年に対する労働保護 ○ ○ ○ 

最低労働基準 ○ ○ ○ 

雇用差別の廃止 ○ ○  

男女同一賃金 ○ ○  

労働災害・疾病の防止 ○ ○ ○ 

労働災害・疾病に対する補償 ○ ○  

移民労働の保護 ○ ○  

（出所）Elliott［2001］ 

 

 
表-4 労働省の TAA 予算の推移                   （万ドル） 

会計年度 TAA 恩典給付 TAA 職業訓練 支出合計 

1994 12600 8000 20600 

1995 15100 8000 23100 

1996 19510 9600 29110 

1997 19100 8510 27610 

1998 20800 9670 30470 

1999 22600 9430 32030 

2000 25500 9400 34900 

2001 24800 9440 34240 

2002 25500 9450 34950 

（注）これらの数値には、商務省の企業向け TAA 支出および農務省の農業者向け TAA 支出は含まれてい

ない。 

（出所）日本貿易振興機構海外調査部［2004］59 ㌻ 
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